
               個人情報の保護に関する法律についての 
経済産業分野を対象とするガイドライン 

Ⅱ．法令解釈指針・事例 

１． 定義 

(13) 「提供」  

法第２３条第１項  

個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、

個人データを第三者に提供してはならない。 

  

その他、法第２３条第２項等に記述がある。 

「提供」とは、個人データを利用可能な状態に置くことをいう。個人データが、物

理的に提供されていない場合であっても、ネットワーク等を利用することにより、個

人データを利用できる状態にあれば（利用する権限が与えられていれば）、「提供」に

当たる。  


